
１　各改定案の修正状況

区民等意見
項目数

計画へ反映
した項目数

区民等意見
による

修正箇所数

その他の
修正箇所数

計

452 24 18 41 59

46 4 2 3 5

4 1 3 3 6

15 3 2 4 6

162 8 2 71 73

679 40 27 122 149

※　その他の意見　　　　86項目

２　各改定案の修正一覧

　次頁以降のとおり

（区民等意見による修正は網掛けで記載。「頁」欄は資料２～６の該当頁）

区立施設マネジメント計画（第1期）
・第1次実施プラン

計

杉並区総合計画等改定案の修正について

名称

総合計画・実行計画（第2次）

総合計画（区政経営改革推進基本方針）
・区政経営改革推進計画（第2次）

総合計画（協働推進基本方針）
・協働推進計画（第2次）

総合計画（デジタル化推進基本方針）
・デジタル化推進計画（第2次）

資料１

1



(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

1 15

施策1　強くしなや
かな防災・減災ま
ちづくり

●施策を構成する実行計画事
業
4　総合的な水害対策の推進 4　総合的な水害対策の推進

【重点】

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、重点化

2 15

施策1　強くしなや
かな防災・減災ま
ちづくり

●施策を構成する実行計画事
業
8　地域の核となる公園の整備
【再掲】（施策11-7）

8　生活道路等の整備
【再掲】（施策5-4）

9　地域の核となる公園の整備
【再掲】（施策11-7）

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、再掲事業を追
加

3 16

施策1 1耐震化の促
進

●注釈
※1　旧耐震基準：建築物の設
計において適用される地震に
耐えることのできる構造の基
準で、昭和56年（1981年）5月
31日までの建築確認において
適用されていた基準

※1　旧耐震基準：昭和56年
（1981年）6月1日の建築基準
法の耐震基準の見直しより前
に用いられていた耐震基準

より適切な記述に修正

4 16

施策1 1耐震化の促
進

●注釈
※2 新耐震基準：建築物の設
計において適用される地震に
耐えることのできる構造の基
準で、昭和56年（1981年）6月
1日以降の建築確認基準をいう

※2　新耐震基準木造住宅：昭
和56年（1981年）6月1日から
平成12年（2000年）5月31日ま
でに建てられた２階建て以下
の在来軸組工法の木造住宅

より適切な記述に修正

5 16

施策1 1耐震化の促
進

●注釈
※3 緊急輸送道路：～略～
（区内の特定 緊急輸送道路：
青梅街道、環状七号線など７
路線、区内の一般緊急輸送道
路：早稲田通り、五日市街道
など10路線）

※3 緊急輸送道路：～略～
（区内の特定緊急輸送道路：
青梅街道、環状七号線など７
路線、区内の一般緊急輸送道
路：早稲田通り、五日市街道
など11路線）

より適切な記述に修正

6 18

施策1　4総合的な
水害対策の推進

●事業の概要
　近年多発する集中豪雨や台
風による水害に備え、公共施
設の雨水浸透・貯留施設の設
置をはじめ、個人住宅を対象
とした雨水浸透施設の設置助
成や民間施設への協力要請な
ど、雨水の下水道への流出を
抑制するための取組を推進し
ます。～略～。

　近年多発する集中豪雨や台
風による水害に備え、公共施
設の雨水浸透・貯留施設の設
置をはじめ、道路の透水性舗
装や個人住宅を対象とした雨
水浸透施設の設置助成、民間
施設への協力要請など、雨水
の下水道への流出を抑制する
ための取組を推進します。～
略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

7 18

施策1　4総合的な
水害対策の推進

●事業量
〇6(2024)年度
水害多発地域対策
　（略）

〇7(2025)年度
水害多発地域対策
　（略）

〇8(2026)年度
水害多発地域対策
　（略）

〇3か年計
水害多発地域対策
　（略）

〇6(2024)年度
水害多発地域対策
　（略）
　グリーンインフラの活用
　　検討
〇7(2025)年度
水害多発地域対策
　（略）
　グリーンインフラの活用
　　検討・実施
〇8(2026)年度
水害多発地域対策
　（略）
　グリーンインフラの活用
　　検討・実施

〇3か年計
水害多発地域対策
　（略）
　グリーンインフラの活用
　　検討・実施

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、事業量を追加

8 22

施策2 1災害時拠点
施設の整備・機能
拡充

●事業の概要
　～略～。また、区立施設の
改修等に合わせて、防災機能
の強化を図るとともに、発災
時の電源確保として、燃料に
よる発電機に加え、太陽光発
電による非常用電源が設置さ
れていない震災救援所へポー
タブル型蓄電池の配備を進め
ます。
　～略～。

　～略～。また、区立施設の
改修等に合わせて、防災機能
の強化を図るとともに、発災
時の電源確保として、燃料に
よる発電機に加え、太陽光発
電による非常用電源が設置さ
れていない震災救援所へポー
タブル型蓄電池を配備するな
ど、多種多様な電源を複数配
備します。
　～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

9 22

施策2 1災害時拠点
施設の整備・機能
拡充

●事業量
○6（2024）年度
震災救援所への
蓄電池の配備
　新規9か所
　（累計15か所）
○7（2025）年度
震災救援所への
蓄電池の配備
　新規8か所
（累計23か所）

○6（2024）年度
震災救援所への
蓄電池の配備
　新規17か所
　（累計23か所）
○7（2025）年度

―

能登半島地震を踏まえ、令和6
年度（2024年度）及び令和7年
度（2025年度）の2か年で配備
予定であった蓄電池を令和6年
度（2024年度）に前倒しして
配備することに伴う修正

10 34

施策5 人々の暮ら
しを支える都市基
盤の整備

●施策の現状と課題
〇区民の財産を守るととも
に、道路等公共物の管理の適
正化を図るため、都市基盤整
備の基礎となる区内の土地や
建物などの情報を整備する必
要があります。

〇区民の財産を守るととも
に、道路等公共物の管理の適
正化や大規模災害が発生した
際の迅速な復旧・復興を図る
ため、都市基盤整備の基礎と
なる区内の土地や建物などの
情報を整備する必要がありま
す。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

11 34

施策5 人々の暮ら
しを支える都市基
盤の整備

●施策の現状と課題
〇まちづくりは、行政だけで
実現できるものではなく、
区、区民及び事業者の協働に
より実現していくものです。
～略～。

〇まちづくりは、行政だけで
実現できるものではなく、
区、区民及び事業者の理解と
協働により実現していくもの
です。～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

12 40

施策6 1人と環境に
やさしい交通Ｄ
Ｘ・ＧＸの推進

●事業の概要
　～略～。また、スマートシ

ティ※2の実現を目指し、都市
ＯＳ（データ連携基盤）の調
査・研究を含め、環境にやさ
しい移動経路の推奨等、新た
な移動の価値を創出するＭａ
ａＳの実装に取り組みます。
～略～。

　～略～。また、スマートシ

ティ※2の実現を目指し、都市
ＯＳ（データ連携基盤）や３

Ｄ都市モデル※3の調査・研究
を含め、環境にやさしい移動
経路の推奨等、新たな移動の
価値を創出するＭａａＳの実
装に取り組みます。～略～。

自動運転技術の活用に向けた
検討を進める中で、3D都市モ
デルの有効性が確認できたこ
とに伴う修正

13 41

施策6 2自転車活用
の推進

●事業量
シェアサイクルの活用
〇5(2023)年度末（見込）
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　（累計45か所）
〇6(2024)年度
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　新規5か所
　　　(累計50か所）
（略）
〇3か年計
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　新規15か所
　　　(累計60か所）

シェアサイクルの活用
〇5(2023)年度末（見込）
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　（累計46か所）
〇6(2024)年度
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　新規4か所
　　　(累計50か所）
（略）
〇3か年計
　公民連携による
　シェアサイクルポート
　の設置
　　公有地
　　　新規14か所
　　　(累計60か所）

実績に基づく修正

14 44

施策7　暮らしやす
い住環境の形成

●施策の概要
　住宅都市としての価値を更
に高め、暮らしやすく魅力あ
るまちを創造するため、良好
な景観づくりを推進するとと
もに、誰もが安心して気軽に
出かけられるよう、ユニバー

サルデザイン※1のまちづくり
を推進します。～略～。

　住宅都市としての価値を更
に高め、暮らしやすく魅力あ
るまちを創造するため、地域
の特性を生かした良好な景観
づくりを推進するとともに、
誰もが安心して気軽に出かけ
られるよう、ユニバーサルデ

ザイン※1のまちづくりを推進
します。～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

15 44

施策7　暮らしやす
い住環境の形成

●施策の現状と課題
〇住宅都市としての価値を更
に高め、杉並区に住み又は訪
れる誰もがまちなみに美しさ
や落ち着きを感じられるよ
う、良好な景観づくりを推進
する必要があります。

〇住宅都市としての価値を更
に高め、杉並区に住み又は訪
れる誰もがまちなみに美しさ
や落ち着きを感じられるよ
う、地域の特性を生かした良
好な景観づくりを推進する必
要があります。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

16 44

施策7　暮らしやす
い住環境の形成

●計画最終年度の目標
〇居心地がよく魅力的なまち
なみが形成されることによっ
て、住宅都市としての価値が
更に高まっています。

〇地域の特性を生かした居心
地がよく魅力的なまちなみが
形成されることによって、住
宅都市としての価値が更に高
まっています。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

17 47

施策7 3住宅確保要
配慮者の居住支援
の充実

●事業量
〇5(2023)年度末（見込）
家賃助成制度等による居住支
援
　検討

〇5(2023)年度末（見込）
家賃助成制度等による居住支
援
　検討・実施

セーフティネット専用住宅に
おける家賃低廉化補助を令和5
年度（2023年度）中から先行
して実施することに伴う修正

18 56

施策9
施策の現状と課題

●施策の現状と課題
〇「みどりあふれる良好な環
境を将来につなぐまち」を実
現するために、再生可能エネ
ルギーの導入や省エネルギー
対策の取組を強化するととも
に、環境学習や気候区民会議
等も活用しながら、区民・事
業者・区が一体となって、気
候変動対策のための具体的な
行動を実践していくことが必
要です。

〇「みどりあふれる良好な環
境を将来につなぐまち」を実
現するために、再生可能エネ
ルギーの導入や省エネルギー
対策の取組を強化するととも
に、環境教育・環境学習をよ
り充実させ気候区民会議等も
活用しながら、区民・事業
者・区が一体となって、気候
変動対策のための具体的な行
動を実践していくことが必要
です。

より適切な記述に修正

19 56

施策9
計画最終年度の目
標

●計画最終年度の目標
〇あらゆる世代の環境学習を
より充実させ、環境意識の醸
成を図り、気候変動問題を自
分事と捉え、区民一人ひとり
がライフスタイルの一部とし
て、環境に配慮した取組や自
然との共生に向けた行動を継
続的に実践しています。

〇あらゆる世代の環境教育・
環境学習をより充実させ、環
境意識の醸成を図り、気候変
動問題を自分事と捉え、区民
一人ひとりがライフスタイル
の一部として、環境に配慮し
た取組や自然との共生に向け
た行動を継続的に実践してい
ます。

より適切な記述に修正

20 57

施策9
質の高い環境を将
来につなぐ気候変
動対策の推進

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
〇単位
千tＣＯ2eq

〇単位
千t-ＣＯ2eq

より適切な記述に修正

21 57

施策9
施策を構成する実
行計画事業

●施策を構成する実行計画事
業
3　環境学習・環境意識の醸成 3　環境教育・環境学習の充

実、環境意識の醸成

より適切な記述に修正

22 58

施策9 1創エネル
ギー事業の推進

●事業の概要
　温室効果ガス排出量の削減
を図るため、太陽光発電設
備、蓄電池、電気自動車用充
電設備等の導入助成を行うと
ともに、区立施設において可
能な限り太陽光発電設備や蓄
電池等を設置し、再生可能エ
ネルギーの利用拡大に取り組
みます。また、遊休区有地等
を活用した太陽光発電設備の
整備による再生可能エネル
ギー発電事業の調査・検討を
行います。

　温室効果ガス排出量の削減
を図るため、太陽光発電設
備、蓄電池、電気自動車用充
電設備等の導入助成を行うと
ともに、区立施設において可
能な限り太陽光発電設備や蓄
電池等を設置し、再生可能エ
ネルギーの利用拡大に取り組
みます。（削除）

事業実施困難との判断による
修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

23 58

施策9 1創エネル
ギー事業の推進

●事業量
○5(2023)年度末（見込）
遊休区有地等を活用した再生
可能エネルギー発電事業
　調査・研究
○6(2024)年度
遊休区有地等を活用した再生
可能エネルギー発電事業
　調査・研究
○7(2025)年度
遊休区有地等を活用した再生
可能エネルギー発電事業
　調査・研究
○8(2026)年度
遊休区有地等を活用した再生
可能エネルギー発電事業
　調査・研究

（削除）
事業実施困難との判断による
修正

24 59

施策9 3環境教育・
環境学習の充実、
環境意識の醸成

●実行計画事業名
3　環境学習・環境意識の醸成 3　環境教育・環境学習の充

実、環境意識の醸成

より適切な記述に修正

25 59

施策9 3環境教育・
環境学習の充実、
環境意識の醸成

●事業の概要
　小中学生が環境学習の成果
を発表し合う「杉並区小中学
生環境サミット」について、
環境学習コーディネーターの
派遣等を通して参加校を支援
するとともに、交流自治体で
ある青梅市が所有する森林の
整備・活用を通じて、カーボ

ンオフセット※1事業や体験型
森林環境学習を実施します。
また、自然環境調査結果の公
表や5年に1回実施している河
川生物調査の実施と結果の公
表及び自然観察会を実施し、

生物多様性※2や自然環境への
理解促進を図ります。
　様々な環境学習を組み合わ
せ、区民一人ひとりが環境に
配慮した取組や自然との共生
に向けた行動を継続的に実践
できるよう、誰もが意欲的に
学べる環境学習をより充実さ
せ、環境意識の醸成を図りま
す。

　小中学生が環境学習の成果
を発表し合う「杉並区小中学
生環境サミット」について、
環境学習コーディネーターの
派遣等を通して参加校を支援
するとともに、交流自治体で
ある青梅市が所有する森林の
整備・活用を通じて、カーボ

ンオフセット※1事業や体験型
森林環境学習を実施します。
また、5年に1回実施している
自然環境調査結果の公表や河
川生物調査の実施と結果の公
表及び自然観察会を実施し、

生物多様性※2や自然環境への
理解促進を図ります。
　環境に配慮した取組や自然
との共生に向けた行動につい
て、誰もが意欲的かつ継続的
に学べるよう、様々な機会を
捉えて環境教育・環境学習を
より充実させ、環境意識の醸
成を図ります。

より適切な記述に修正

26 59

施策9 4区施設の環
境対策の推進

●事業の概要
　区が行う環境配慮活動とし
て、区役所本庁舎をはじめと
した区立施設が調達する電力
の一部について再生可能エネ
ルギーへの切替を図るほか、
省エネルギー対策を推進しま
す。このほかにも、区立施設
において排出される生ごみの
資源化を進め、可燃ごみの排
出量の削減を図るとともに、
庁有車を電気自動車等の次世
代自動車へ順次切り替えるな
どの取組を行うことで、温室
効果ガス排出量の削減を推進
していきます。

　区が行う環境配慮活動とし
て、区役所本庁舎が調達する
電力を令和6年度（2024年度）
中に全量再生可能エネルギー
へ切り替え、他の区立施設に
ついても順次切り替えを図る
など、省エネルギー対策を推
進します。このほかにも、区
立施設において排出される生
ごみの資源化を進め、可燃ご
みの排出量の削減を図るとと
もに、庁有車を電気自動車等
の次世代自動車へ順次切り替
えるなどの取組を行うこと
で、温室効果ガス排出量の削
減を推進していきます。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

 
6



(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

27 64

施策10 1ごみの発
生抑制の推進

●事業量

 食べのこし0応援店※1 食べのこし0(ゼロ)応援店※1
より適切な記述に修正

28 64

施策10 1ごみの発
生抑制の推進

●注釈
※1 食べのこし0応援店：小盛
メニューの提供や持ち帰り希
望者への対応など、食品ロス
の削減に取り組んでいる店舗

※1 食べのこし0(ゼロ)応援
店：小盛メニューの提供や持
ち帰り希望者への対応など、
食品ロスの削減に取り組んで
いる店舗

より適切な記述に修正

29 64

施策10 2限りある
資源の有効活用の
促進

●事業の概要
　～略～。また、プラスチッ
ク資源循環促進法を踏まえた
新たなプラスチックの分別収
集の区内全域本格実施に向け
た検討とモデル実施を進めま
す。～略～。

　～略～。また、プラスチッ
ク資源循環促進法を踏まえた
新たなプラスチックの分別回
収の区内全域本格実施に向け
た検討とモデル実施を進めま
す。～略～。

より適切な記述に修正

30 65

施策10 3安心・快
適に暮らせる生活
環境の確保

●事業の概要
　誰もが快適に暮らせる良好
な生活環境の確保につなげて
いくため、区民、事業者、環
境ＮＰＯ等の自主的な環境美
化活動を支援するとともに、
路上喫煙マナーの普及・啓発
等を着実に実施します。ま
た、既存の公衆喫煙場所を含
めた喫煙場所のあり方等につ
いて検討を行います。
　～略～。

　誰もが快適に暮らせる良好
な生活環境の確保につなげて
いくため、区民、事業者、環
境ＮＰＯ等の自主的な環境美
化活動を支援します。
　喫煙マナーの普及・啓発等
を実施するとともに、路上喫
煙ルールが守られていない地
域での巡回指導を強化しま
す。あわせて既存の公衆喫煙
場所を含めた喫煙場所のあり
方等について検討を行いま
す。
　～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

31 70

施策11 6荻外荘公
園の整備

●事業量
〇6(2024)年度
荻外荘公園
　復原・整備・開園
　展示休憩施設棟の
　整備工事・開設
　文化財の保存・展示
　　検討・実施
〇7(2025)年度
荻外荘公園

　
　文化財の保存・展示
　　実施

〇6(2024)年度
荻外荘公園
　復原・整備・開園
　展示休憩施設棟の
　整備工事
　文化財の保存・展示
　　検討・実施
〇7(2025)年度
荻外荘公園

　展示休憩施設棟の
　整備工事・開設
　文化財の保存・展示
　　実施

工事の進捗を踏まえた修正

32 73

施策12 いきいきと
住み続けることが
できる健康づくり

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
2特定保健指導対象者割合の減
少率
〇現状値
  25.5（4年度）

2特定保健指導対象者割合の減
少率
〇現状値
  30.5（4年度）

令和5年（2023年）11月発表の
確定値に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

33 74

施策12 2生活習慣
病予防の推進

●事業量
成人歯科健康診査等の実施
〇6（2024）年度
　8,600人
〇7（2025）年度
　8,600人
〇8（2026）年度
　8,500人
〇3か年計
　25,700人

成人歯科健康診査等の実施
〇6（2024）年度
　9,100人
〇7（2025）年度
　9,100人
〇8（2026）年度
　9,000人
〇3か年計
　27,200人

健康増進法に基づき実施する
成人歯科健康診査の対象拡大
に伴う修正

34 79

施策13 4感染症対
策の推進

●事業の概要
　新型コロナウイルス感染症
への対応を教訓に、今後も起
こり得る新興感染症の流行に
適切に対処するため、感染症
に関する予防計画に基づく保
健所職員の体制整備、検査の
実施体制等の強化を推進する
とともに、区内医療機関との
更なる連携強化を図ります。
～略～。

　新型コロナウイルス感染症
への対応を教訓に、今後も起
こり得る新興・再興感染症に
適切に対処するため、感染症
に関する予防計画に基づく保
健所職員の体制整備、検査の
実施体制等の強化を推進する
とともに、区内医療機関との
更なる連携強化を図ります。
～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

35 83

施策14 人権を尊重
する地域社会の醸
成

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
1他人の立場を尊重・理解する
など、人権を意識しながら生
活している区民の割合
〇目標値
　8年度（2026）　25.0
　12年度（2030） 35.0

1他人の立場を尊重・理解する
など、人権を意識しながら生
活している区民の割合
〇目標値
　8年度（2026）　28.0
　12年度（2030） 40.0

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より高い目標
値に修正

36 83

施策14 人権を尊重
する地域社会の醸
成

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
2区内事業所における管理職
（課長相当職以上）に占める
女性の割合
〇現状値
　25.4（4年度）
〇目標値
　8年度（2026）　33.0
　12年度（2030） 45.0

2区内事業所における管理職
（課長相当職以上、役員含
む）に占める女性の割合
〇現状値
　25.4（3年度）
〇目標値
　8年度（2026）　28.0
　12年度（2030） 30.0

指標名はより適切な記述に修
正
現状値は誤記による修正
目標値は国が示した「女性活
躍・男女共同参画の重点方針
2023」に合わせて修正

37 90

施策16 高齢者とそ
の家族が安心して
暮らせる生活の確
保と社会参加の支
援

●指標の説明
区内特別養護老人ホーム入所
者数÷入所申込者のうち、4月
1日時点で区が最も入所優先度
が高い区分に評価した者の数

年度内入所者数÷入所申込者
のうち、当該年度の4月1日時
点で区が最も入所優先度が高
い区分に評価した者の数

現状値（令和4年度（2022年
度））を実績値に修正するこ
とに伴う説明文の修正

38 91

施策16 高齢者とそ
の家族が安心して
暮らせる生活の確
保と社会参加の支
援

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
4特別養護老人ホームの整備が
充足している割合
〇現状値
　100以上(4年度)

4特別養護老人ホームの整備が
充足している割合
〇現状値
　163.5(4年度)

現状値（令和4年度（2022年
度））は実績値に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

39 92

施策16 1認知症施
策の推進

●注釈
※1　共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法：認知
症の人を含めた国民一人ひと
りがその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を
尊重しつつ支え合いながら共
生する活力ある社会（＝共生
社会）の実現を推進すること
を目的に制定され、令和5年
（2023年）6月16日に公布（施
行は公布日から1年以内）

※1　共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法：認知
症の人を含めた国民一人ひと
りがその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を
尊重しつつ支え合いながら共
生する活力ある社会（＝共生
社会）の実現を推進すること
を目的に制定され、令和5年
（2023年）6月16日に公布、令
和6年（2024年）1月1日に施行

施行日が確定したことに伴う
修正

40 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●事業の概要
　特別養護老人ホームについ
ては、この間の整備により令
和8年度（2026年度）まで緊急
性の高い入所待機者は発生し
ない見込みですが、更なる高
齢化の進展等により介護施設
の需要が高まることを踏ま
え、必要な時に必要な施設
サービスが利用できるよう、
計画的な整備を進めます。こ
のうち、ケアハウス今川（運
営事業者との契約期間満了に
より令和6年（2024年）2月末
で休止）については、必要な
施設改修等を行った上、令和8
年度（2026年度）に運営再開
を図ります。
　また、区内の介護施設等で
より質の高いサービスが提供
されるよう、介護人材の定
着・育成支援に取り組んでい
きます。

　特別養護老人ホームについ
ては、この間の整備により令
和8年度（2026年度）まで緊急
性の高い入所待機者は発生し
ない見込みですが、更なる高
齢化の進展等により介護施設
の需要が高まることを踏ま
え、必要な時に必要な施設
サービスが利用できるよう、
計画的な整備を進めます。こ
のうち、ケアハウス今川（運
営事業者との契約期間満了に
より令和6年（2024年）2月末
で休止）については、必要な
施設改修等を行った上、令和8
年度（2026年度）に運営再開
を図ります。
　また、区内の介護施設等で
より質の高いサービスが提供
されるよう、研修によるスキ
ル向上や介護ロボットの導入
による負担軽減と業務効率化
を図るなど、介護人材の定
着・育成支援に取り組んでい
きます。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

41 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●事業量
特別養護老人ホーム整備
〇5(2023)年度末（見込）
（累計24所　定員合計2,197
人）
〇6(2024)年度
（累計24所　定員合計2,197
人）
〇7(2025)年度
（累計24所　定員合計2,197
人）
〇8(2026)年度
　需要予測・整備方針改定
（累計24所　定員合計2,197
人）
〇3か年計
　需要予測・整備方針改定
（累計24所　定員合計2,197
人）

特別養護老人ホーム整備
〇5(2023)年度末（見込）
（累計24所　定員合計2,203
人）
〇6(2024)年度
（累計24所　定員合計2,203
人）
〇7(2025)年度
（累計24所　定員合計2,203
人）
〇8(2026)年度
　需要予測・整備方針改定
（累計24所　定員合計2,203
人）
〇3か年計
　需要予測・整備方針改定
（累計24所　定員合計2,203
人）

区内特別養護老人ホーム1所の
定員増（令和6年（2024年）2
月1日から6人増）に伴う修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

42 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●事業量

認知症高齢者グループホーム※

2整備
〇5(2023)年度末（見込）
(累計37所　定員合計669人)
〇6(2024)年度
　2所　54人
(累計39所　定員合計723人)
〇7(2025)年度
　１所　27人
(累計40所　定員合計750人)
〇8(2026)年度
　１所　27人
(累計41所　定員合計777人)
〇3か年計
　4所　108人
(累計41所　定員合計777人)

認知症高齢者グループホーム※

2整備
〇5(2023)年度末（見込）
(累計37所　定員合計678人)
〇6(2024)年度
　2所　54人
(累計39所　定員合計732人)
〇7(2025)年度
　１所　27人
(累計40所　定員合計759人)
〇8(2026)年度
　１所　27人
(累計41所　定員合計786人)
〇3か年計
　4所　108人
(累計41所　定員合計786人)

区内認知症高齢者グループ
ホーム１所の定員増（令和6年
（2024年）2月1日から9人増）
に伴う修正

43 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●事業量
（看護）小規模多機能型居宅

介護事業所※3整備
〇7(2025)年度
　1所　25人
(累計13所　定員合計369人)
〇8(2026)年度
　1所　25人
(累計14所　定員合計394人)
〇3か年計
　2所　50人
(累計14所　定員合計394人)

（看護）小規模多機能型居宅

介護事業所※3整備
〇7(2025)年度
　1所　29人
(累計13所　定員合計373人)
〇8(2026)年度
　1所　25人
(累計14所　定員合計398人)
〇3か年計
　2所　54人
(累計14所　定員合計398人)

令和5年度（2023年度）の公募
選定による令和7年度（2025年
度）開設予定事業所の定員数
が決定したことに伴う修正

44 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●事業量

介護支援専門員※6・主任介護

支援専門員※7法定研修等助成
金交付

主任介護支援専門員※6・介護

支援専門員※7法定研修受講料
助成金交付

誤記による修正

45 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●注釈
※6 介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）：要支援・要介護
と認定された方に対して、ア
セスメントに基づいたケアプ
ランを作成し、利用するサー
ビスの調整を行う専門職

※6 主任介護支援専門員（主
任ケアマネジャー）：介護支
援専門員のうち、他の介護支
援専門員に対する助言、指導
や、その他の介護支援サービ
スを適切に提供するために必
要な知識及び技能を習得する
こと等を目的として行われる
研修を修了した者

事業量をより適切な記述に修
正したことに伴う注釈の修正

46 96

施策16 5介護サー
ビス基盤の整備

●注釈
※7 主任介護支援専門員（主
任ケアマネジャー）：介護支
援専門員のうち、他の介護支
援専門員に対する助言、指導
や、その他の介護支援サービ
スを適切に提供するために必
要な知識及び技能を習得する
こと等を目的として行われる
研修を修了した者

※7 介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）：要支援・要介護
と認定された方に対して、ア
セスメントに基づいたケアプ
ランを作成し、利用するサー
ビスの調整を行う専門職

事業量をより適切な記述に修
正したことに伴う注釈の修正

47 102

施策17 3障害者の
地域生活支援体制
の推進・強化

●事業の概要
～略～、区立障害者通所施設
は区内障害者施設の中核的な
役割を担いながら、～略～。

～略～、区立障害者通所施設
は区内の障害福祉サービス事
業所全体の中で中核的な役割
を担いながら、～略～。

より適切な記述に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

48 107

施策18 子どもの権
利を尊重し育ちを
支える環境の整
備・充実

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
2守られていない子どもの権利
があると思う子どもの割合
〇現状値
　―
〇目標値
　8年度（2026）　 下降
　12年度（2030）　下降

2守られていない子どもの権利
があると思う子どもの割合
〇現状値
　24.8(5年度)
〇目標値
　8年度（2026）   23.0
　12年度（2030）　20.0

令和5年度(2023年度)に実施し
た調査を踏まえた修正

49 107

施策18 子どもの権
利を尊重し育ちを
支える環境の整
備・充実

●施策指標（成果指標）の現
状と目標値
3「自分のことが好きだ」と思
う子どもの割合
〇現状値
　―
〇目標値
　8年度（2026）　 上昇
　12年度（2030）　上昇

3「自分のことが好きだ」と思
う子どもの割合
〇現状値
　69.3(5年度)
〇目標値
　8年度（2026）　 72.0
　12年度（2030）　75.0以上

令和5年度(2023年度)に実施し
た調査を踏まえた修正

50 108

施策18 2子どもの
意見表明・参画の
推進

●事業量
子ども施策（（仮称）杉並区
こども計画）への子どもの意
見の反映

子ども施策への子どもの意見
の反映

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

51 109

施策18 4子どもの
命と安全を守る児
童相談体制の構築

●事業量
措置児童の支援
　社会的養育経験者の自立支
援

措置児童の支援
　社会的養護経験者の自立支
援

より適切な記述に修正

52 121

施策20 5学童クラ
ブの整備・充実

●事業量
小学校内への学童クラブの整
備
〇6（2024）年度
　新規2施設
　（累計22施設）

小学校内への学童クラブの整
備
〇6（2024）年度
　新規1施設
　（累計21施設）
〇7（2025）年度
　新規1施設
　（累計22施設）

工事の進捗を踏まえた修正

53 126

施策22 学び続ける
力を育む学校教育
の推進

●指標の説明
区立学校に通う児童・生徒の
保護者を対象とした質問紙調
査、学校関係者を対象とした
学校評価

区立学校に通う児童・生徒の
保護者及び学校関係者を対象
とした教育調査

より適切な記述に修正

54 129

施策22 4教員の働
き方改革の推進

●事業量
学校庶務事務システム
〇7（2025）年度
　導入・運用
　　区立学校全校

〇8（2026）年度
　運用
　　区立学校全校

〇3か年計
　導入準備・導入・運用
　　区立学校全校

学校庶務事務システム
〇7（2025）年度
　導入・運用
　　小中学校全校
　　特別支援学校
〇8（2026）年度
　運用
　　小中学校全校
　　特別支援学校
〇3か年計
　導入準備・導入・運用
　　小中学校全校
　　特別支援学校

より適切な記述に修正
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(1)杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

55 135

施策23　4不登校児
童・生徒支援体制
の整備

●事業の概要
　さざんかステップアップ教

室※1やＩＣＴの活用等によ
り、増加傾向にある不登校児
童・生徒に対して多様な学び
の場を確保し、児童・生徒一
人ひとりの社会的自立を目指
して支援を行います。～略
～。

　さざんかステップアップ教

室※1における活動の充実や、
オンライン学習、仮想空間の
試行等のＩＣＴ活用により、
増加傾向にある不登校児童・
生徒に対して多様な学びの場
を確保し、児童・生徒一人ひ
とりの社会的自立を目指して
支援を行います。～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

56 139

施策24 2区立小中
学校の増改築

●事業の概要
※杉並第一小学校の改築を進
めていく前提として、これま
でのプロセスや今後の取組に
関する情報を可能な限り提供
し、区民の理解と納得が得ら
れるように取り組んでいきま
す。

（削除）
検討の進捗を踏まえた修正

57 139

施策24 2区立小中
学校の増改築

●事業量
杉並第一小学校
〇6(2024)年度
　設計　0.3校
〇7（2025）年度
　設計　0.7校
〇8（2026）年度

　改築　0.3校
〇3か年計
　設計　1校
　改築　0.3校

杉並第一小学校
〇6(2024)年度
　設計　0.2校
〇7（2025）年度
　設計　0.5校
〇8（2026）年度
　設計　0.3校
　改築　0.2校
〇3か年計
　設計　1校
  改築　0.2校

検討の進捗を踏まえた修正

58 148

施策26　1地域活動
団体への支援

●事業量
〇5（2023）年度末（見込）
町会・自治会活動支援
　「まちの絆向上事業」助成
　　18町会
　町会･自治会掲示板
　　設置等助成
　　33基

〇5（2023）年度末（見込）
町会・自治会活動支援
　「まちの絆向上事業」助成
　　13町会
　町会･自治会掲示板
　設置等助成
　　35基

実績に基づく修正

59 153

施策27　3多文化共
生・国内外交流の
推進

●事業の概要
　在住外国人が地域社会の一
員として安心して生活できる
よう、杉並区交流協会と連携
して子ども日本語教室等の在
住外国人支援事業の充実・発
展を図るとともに、多文化共
生社会の実現に向けた取組を
一層推進するため、多文化

キッズサロン※１の早期設置に
向けた検討等を進めます。
　～略～。

　在住外国人が地域社会の一
員として安心して生活できる
よう、杉並区交流協会と連携
して子ども日本語教室等の在
住外国人支援事業の充実・発
展を図るとともに、多文化共
生に関する基本方針の策定や

多文化キッズサロン※１の早期
設置に向けた検討を行い、多
文化共生社会の実現に向けた
取組を一層推進します。
　～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正
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(2)杉並区総合計画（区政経営改革推進基本方針）・杉並区区政経営改革推進計画（第2次）

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

1 8

方針1　学校徴収金
の公会計化

●取組内容
○7(2025)年度
　学校徴収金の公会計化
　　検討
○8(2026)年度
　学校徴収金の公会計化
　　検討・試行実施

○7(2025)年度
　学校徴収金の公会計化
　　検討・試行実施
○8(2026)年度
　学校徴収金の公会計化
　　実施

保護者の利便性や会計の透明
性の向上等を早期に実現する
ため、スケジュールを見直し
たことによる修正。

2 13

方針1　学校給食の
調理委託の実施

●取組の概要
　学校給食調理職員の退職状
況を踏まえ、調理業務の民間
事業者への委託を実施しま
す。

　学校給食調理職員の退職状
況等を踏まえ、調理業務の民
間事業者への委託を実施しま
す。

脱字による修正

3 18

方針2　区有財産の
有効活用

●取組の概要
　～略～。
　また、旧富士学園・弓ヶ浜
クラブの建物・土地について
は、売却など、最も有効な財
産活用策を検討し、その方針
に基づき取組を進めます。

　～略～。
　また、旧富士学園・弓ヶ浜
クラブ等の建物・土地につい
ては、区有財産を有効活用す
る観点から、売却に向けた取
組を実施します。

財産活用策の方針を決定した
ことに伴う修正

4 20

方針2　ふるさと納
税制度による寄附
の受入れ

●取組の概要
　～略～。
　また、寄附の募集だけでな
く、住民税流出の現状、ふる
さと納税制度の問題点等につ
いて、区ホームページやＳＮ
Ｓ等により区内外へ情報を発
信し、健全な寄附文化の醸成
を図ります。

　～略～。
　また、寄附の募集だけでな
く、住民税流出の現状、ふる
さと納税制度の問題点等につ
いて、区ホームページやＳＮ
Ｓ等により区内外へ情報を発
信するとともに、様々な機会
を捉えて制度の見直しを働き
かけるなどの取組を通して、
健全な寄附文化の醸成を図り
ます。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より分かりや
すい表現となるよう修正

●取組の概要
　使用料について、必要に応
じ、令和6年度（2024年度）に
改定します。
その後は、3年ごとに使用料・
手数料等の検証を行い、必要
に応じて改定を行います。

　施設使用料について、区民
の利用しやすい使用料につい
て引き続き検討するととも
に、利用率や利用者の満足度
向上に資する取組を進めま
す。検討に当たっては、他自
治体の調査や決算数値を踏ま
えるほか、現下の物価高騰に
伴う区民生活への影響等も考
慮した見直しを進め、必要に
応じて使用料の改定を行いま
す。

●取組内容
○6(2024)年度
　使用料の必要に応じた改定

○7(2025)年度
　－

○8(2026)年度
　決算数値による使用料の検
証・見直し検討

○6(2024)年度
　現行使用料の据え置き
　利用しやすい使用料の検討
○7(2025)年度
　利用しやすい使用料への見
直し
○8(2026)年度
　利用しやすい使用料への改
定

5 21

方針2　使用料・手
数料等の見直し

令和5年度（2023年度）に行っ
た、令和4年度（2022年度）決
算数値による試算及び他区市
町村の施設使用料の調査結果
を検証したことによる修正及
び区民等の意見提出手続によ
る意見を踏まえ、より分かり
やすい表現となるよう修正
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(3)杉並区総合計画（協働推進基本方針）・杉並区協働推進計画（第2次）

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

1 1

協働推進基本方針 　～略～。
　こうした取組を推進してい
くためには、区と区民、民間
事業者等の多様な主体が相互
に地域課題を共有したうえで
意見等を交わしながら連携・
協力し、その解決を図ってい
く、杉並ならではの新たな協
働の仕組づくりが重要となり
ます。
　～略～。

　～略～。
　こうした取組を推進してい
くためには、区と区民、民間
事業者等の多様な主体が相互
に地域課題を共有したうえで
意見等を交わしながら連携・
協力し、その解決を図ってい
く、杉並ならではの新たな協
働の仕組づくりが重要となり
ます。また、区としても「協
働に取り組む姿勢は、区の全
ての事業施行の基本である」
と位置付け、地域とのコミュ
ニケーションを深めながら各
取組を進めていくことが必要
となります。
　～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

2 3

方針1　多様な主体
との連携による協
働の推進

●方針に基づく主な取組
〇新たな協働を推進する人材
の育成
・これから求められる協働を
理解し、実践できる職員を育
成するため、～略～。

〇新たな協働を推進する人材
の育成
・これから求められる協働を
理解し、地域とのコミュニ
ケーションを深めながら各取
組を実践できる職員を育成す
るため、～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

3 5

方針1　地域活動団
体への支援

●関連する計画
（デジタル化推進計画）方針1
地域活動団体のＩＣＴ活用に
向けた支援

（削除） より適切な記述に修正

4 6

方針1　新たな協働
による課題解決に
向けた職員の意識
啓発

●取組の概要
　新たな協働を推進するため
には、区職員はその意義を十
分に理解して課題解決の取組
を進めていくことが求められ
ています。～略～。

　新たな協働を推進するため
には、区職員はその意義を十
分に理解し、地域とのコミュ
ニケーションを深めながら課
題解決に取り組むことが求め
られています。～略～。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

5 12

方針2 エコチャレ
ンジ事業

●取組の概要
　2050年ゼロカーボンシティ
の実現に向け、家庭や事業所
における電力使用量やガス使
用量の削減を支援すること
で、省エネルギー行動を促進
し、省エネ・ＣＯ２減に取り
組みます。

　
　2050年ゼロカーボンシティ
の実現に向け、家庭や事業所
における電力使用量やガス使
用量の削減を支援すること
で、省エネルギー行動を促進
し、省エネ・ＣＯ２削減に取り

組みます。

より適切な記述に修正
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(3)杉並区総合計画（協働推進基本方針）・杉並区協働推進計画（第2次）

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

6 13
方針2 食品ロスの
削減

●取組の概要
　～略～区と共に食品ロスの
削減に取り組む「食べのこし0
応援店」を拡充し、食品ロス
削減の取組を効果的に推進し
ます。

●取組内容
○6(2024)年度
「食べのこし0応援店」拡充

○7(2025)年度
「食べのこし0応援店」拡充

○8(2026)年度
「食べのこし0応援店」拡充

　～略～区と共に食品ロスの
削減に取り組む「食べのこし0
（ゼロ）応援店」を拡充し、
食品ロス削減の取組を効果的
に推進します。

○6(2024)年度
「食べのこし0（ゼロ）応援
店」拡充
○7(2025)年度
「食べのこし0（ゼロ）応援
店」拡充
○8(2026)年度
「食べのこし0（ゼロ）応援
店」拡充

より適切な記述に修正
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(4)杉並区総合計画（デジタル化推進基本方針）・杉並区デジタル化推進計画（第2次）

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

1 4

方針1　行政手続の
オンライン化の推
進

●取組名
行政手続のオンライン化の推
進

●取組の概要
～略～、区民等が「いつでも
どこでもすぐ使えて」「簡
単」で「便利」な行政手続の
オンライン化を推進します。

●取組内容
○6(2024)年度
行政手続のオンライン化
　～略～
○7(2025)年度
行政手続のオンライン化
　～略～
○8(2026)年度
行政手続のオンライン化
　～略～

行政手続のオンライン対応の
推進

～略～、区民等が「いつでも
どこでもすぐ使えて」「簡
単」で「便利」な行政手続の
オンライン対応を推進しま
す。

○6(2024)年度
行政手続のオンライン対応
　～略～
○7(2025)年度
行政手続のオンライン対応
　～略～
○8(2026)年度
行政手続のオンライン対応
　～略～

より分かりやすい表現となる
よう修正

2 6

方針1　ＳＮＳ等を
活用した情報発信
等の充実

●取組内容
○6(2024)年度
ＳＮＳを活用した情報発信
　推進
ＳＮＳの新たな活用方法
　実施・検討
○7(2025)年度
ＳＮＳを活用した情報発信
　推進
ＳＮＳの新たな活用方法
　実施・検討
○8(2026)年度
ＳＮＳを活用した情報発信
　推進
ＳＮＳの新たな活用方法
　実施・検討

○6(2024)年度
ＳＮＳ等を活用した情報発信
　推進
ＳＮＳ等の新たな活用方法
　実施・検討
○7(2025)年度
ＳＮＳ等を活用した情報発信
　推進
ＳＮＳ等の新たな活用方法
　実施・検討
○8(2026)年度
ＳＮＳ等を活用した情報発信
　推進
ＳＮＳ等の新たな活用方法
　実施・検討

より適切な記述に修正

3 8

方針1　デジタル技
術を活用した保育
サービスの提供

●取組の概要
　スマートフォン等から、連
絡帳の閲覧・更新や欠席・遅
刻の連絡が可能になる登降園
管理システムについて、令和5
年度（2023年度）の試験運用
を踏まえ、令和6年度（2024年
度）から区立保育園・子供園
の全園で運用を開始し、在園
児保護者の利便性の向上を図
ります。～略～。

　スマートフォン等から、連
絡帳の閲覧・更新や欠席・遅
刻の連絡が可能になる登降園
管理システムについて、令和5
年度（2023年度）の先行導入
を踏まえ、令和6年度（2024年
度）から区立保育園・子供園
の全園で運用を開始し、在園
児保護者の利便性の向上を図
ります。～略～。

より適切な記述に修正
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(4)杉並区総合計画（デジタル化推進基本方針）・杉並区デジタル化推進計画（第2次）

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 改定案 修正内容 修正理由

4 9

方針1　デジタルデ
バイド対策の推進

●取組の概要
　～略～。
　併せて、デジタル技術を導
入する際は、使いやすさや分
かりやすさを大切にするとと
もに、デジタル技術を活用し
た音声や文字認識、多言語翻
訳等、様々な方が行政のデジ
タル化の恩恵を受けることが
できる取組を実施し、「誰一
人取り残されない、人に優し
いデジタル化」を目指しま
す。

～略～。
　併せて、デジタル技術を導
入する際は、使いやすさや分
かりやすさを大切にするとと
もに、デジタル技術を活用し
た音声や文字認識、多言語翻
訳等、様々な方が行政のデジ
タル化の恩恵を受けることが
できる取組を実施し、デジタ
ル技術を利用しない方にも十
分に配慮した「誰一人取り残
されない、人に優しいデジタ
ル化」を目指します。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

5 12

方針2　新たなデジ
タル技術を活用し
た業務の効率化

●取組の概要
　申請書類のデータ入力など
の大量かつ定型的な作業に対

して、ＡＩ－ＯＣＲ※1やＲＰ

Ａ※2などの自動化ツールの活
用の更なる拡充を図り、より
正確な事務処理や作業の効率
化に努め、それにより得られ
た職員の余力を区民サービス
の向上に資する取組に充てて
いきます。
　また、ＡＩ（人工知能）な
どの技術についても、活用に
向けた検討を積極的に行い、
より質の高い行政サービスの
提供につなげていきます。

●注釈
※1 ＡＩ－ＯＣＲ：～略～
※2 ＲＰＡ：～略～

　申請書類のデータ入力など
の大量かつ定型的な作業に対

して、ＲＰＡ※1などの自動化
ツールの活用の更なる拡充を
図り、より正確な事務処理や
作業の効率化などに努め、そ
れにより得られた職員の余力
を区民サービスの向上に資す
る取組に充てていきます。

　また、生成ＡＩ※2などの新
たなデジタル技術について
も、個人情報の取扱いなどの
課題を整理した上で、活用に
向けた検討を積極的に行い、
自動化ツールと同様に正確な
事務処理に努めるなど、より
質の高い行政サービスの提供
を実現します。

※1 ＲＰＡ：～略～
※2 生成ＡＩ：あらかじめ学
習したデータを基に、文章、
画像、音声などを生成する人
工知能（ＡＩ）の総称

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正

6 15

方針2　職員の情報
セキュリティ教育
の強化

●取組の概要
　区のデジタル化を進めるに
当たり、職員の情報の取り扱
いに関する倫理観を醸成し、
～略～。

　区のデジタル化を進めるに
当たり、職員の情報の取扱い
に関する倫理観を醸成し、～
略～。

適切な記述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

1 1

第１章　新たな計
画の策定に当たっ
て

区は、本計画の前身である杉
並区区立施設再編整備計画
を、人口増加や高度経済成長
を背景に昭和30年代から40年
代にかけて集中的に整備をし
てきた区立施設の老朽化や、
時代とともに変化する区民
ニーズへの対応といった課題
に的確に対応していくため、
平成26年（2014年）３月に策
定しました。

区は、人口増加や高度経済成
長を背景に昭和30年代から40
年代にかけて集中的に整備を
してきた区立施設の老朽化
や、時代とともに変化する区
民ニーズへの対応といった課
題に的確に対応していくた
め、本計画の前身である杉並
区区立施設再編整備計画を平
成26年（2014年）３月に策定
しました。

より分かりやすい記述に修正

2 1

第１章　新たな計
画の策定に当たっ
て

～こうした取組を進める中
で、施設利用者を始めとした
区民の皆さんから、その内容
や進め方等について様々なご
意見をいただいたことから、
令和４年（2022年）12月以降
に、改めて、施設再編整備の
必要性や基本方針や、多くの
意見が出された児童館・ゆう
ゆう館・地域コミュニティ施
設の再編整備の取組を中心
に、これまでの取組を検証
し、今後の方向性を検討して
いくこととしました。

～こうした取組を進める中
で、施設利用者を始めとした
区民の皆さんから、その内容
や進め方等について様々なご
意見をいただいたことから、
令和４年（2022年）12月以降
に、改めて、施設再編整備の
必要性や基本方針、多くの意
見が出された児童館・ゆうゆ
う館・地域コミュニティ施設
の再編整備の取組を中心に、
これまでの取組を検証し、今
後の方向性を検討していくこ
ととしました。

より適切な記述に修正

3 2

第１章　新たな計
画の策定に当たっ
て

また、区立施設の更新時期の
ピークを迎える中、これまで
以上に効率的・効果的に取組
を推進していくため、区立施
設の更新、再編、長寿命化、
利活用等を総合的かつ計画的
に行っていく施設マネジメン
トを推進していくことが不可
欠です。

また、区立施設の更新時期の
ピークを迎える中、これまで
以上に効率的・効果的に取組
を推進していくためには、区
立施設の更新、再編、長寿命
化、利活用等を総合的かつ計
画的に行っていく施設マネジ
メントを推進していくことが
不可欠です。

より分かりやすい記述に修正

4 5

第２章　総論
（４）計画期間

～なお、本計画の計画期間中
に進める具体的な取組につい
ては、杉並区実行計画と整合
性を図ることとし、令和６年
度（2024年度）から８年度
（2026年度）の取組について
は、本計画の下に策定する第
１次実施プラン（103ページ以
降に掲載）において定めます
（これ以降の取組の計画期間
等については、今後の計画改
定において整理します）。
なお、第１次実施プランの計
画期間中、令和６年度（2024
年度）及び７年度（2025年
度）には、取組や検討の進捗
状況、社会経済環境の変化等
を機動的に反映させるため、
必要に応じて実施プランに係
る計画の一部修正を、毎年度
行います。

～なお、本計画の計画期間中
に進める具体的な取組につい
ては、杉並区実行計画と整合
性を図り、令和６年度（2024
年度）から８年度（2026年
度）の取組を、本計画の下に
策定する第１次実施プラン
（104ページ以降に掲載）にお
いて定めます（これ以降の取
組の計画期間等については、
今後の計画改定において整理
します）。
また、第１次実施プランの計
画期間中、令和６年度（2024
年度）及び７年度（2025年
度）には、取組や検討の進捗
状況、社会経済環境の変化等
を機動的に反映させるため、
必要に応じて実施プランに係
る計画の一部修正を、毎年度
行います。

より適切な記述に修正

5 5

第２章　総論
（４）計画期間

＜図中＞
杉並区総合計画
令和６年度（2022年度）～12
年度（2030年度）

令和６年度（2024年度）～12
年度（2030年度）

誤謬による修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

6 7

第3章 基本方針・
視点
（2）計画の基本方
針・視点
取組を進める上で
の7つの視点

①～③（省略）
④ゼロカーボンシティの実現
に向けた施設整備
（以下省略）

④2050年ゼロカーボンシティ
の実現に向けた施設整備
（以下省略）

より適切な記述に修正

7 9

第3章 基本方針・
視点
取組を進める上で
の7つの視点

①多様な主体との連携
・区民サービスの向上、地域
課題の解決、費用対効果の向
上等の観点から、民間事業者
（ＮＰＯ法人、社会福祉法
人）などのアイデアや専門知
識、ノウハウ等の活用が有効
である場合には、民間の活用
を検討していきます。

・区民サービスの向上、地域
課題の解決、費用対効果の向
上等の観点から、民間事業者
（ＮＰＯ法人、社会福祉法人
等）などのアイデアや専門知
識、ノウハウ等の活用が有効
である場合には、民間の活用
を検討していきます。

より適切な記述に修正

8 9

第3章 基本方針・
視点
取組を進める上で
の7つの視点

④ゼロカーボンシティの実現
に向けた施設整備

※　ＺＥＢ（ゼブ）：「ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）」の略称で、快適な室内
環境を実現しながら、建物で
消費する年間の一次エネル
ギーの収支をゼロにすること
を目指した建物のこと。

④2050年ゼロカーボンシティ
の実現に向けた施設整備

※　ＺＥＢ（ゼブ）：「ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）」の略称で、快適な室内
環境を実現しながら、建物で
消費する年間の一次エネル
ギーの収支をゼロにすること
を目指した建物のこと。詳細
については、資料編142ページ
を参照。

より分かりやすく適切な記述
に修正

9 10

第3章 基本方針・
視点
取組を進める上で
の7つの視点

⑦財産の有効活用
・この間、学校跡地を特別養
護老人ホームや複合施設の整
備、地域体育館に転用するな
ど、施設の規模や建物の状況
等に応じて有効活用を図って
きました。

・この間、学校跡地について
は、特別養護老人ホームや複
合施設の整備、地域体育館へ
の転用など、施設の規模や建
物の状況等に応じて有効活用
を図ってきました。

より適切な記述に修正

10 11

第４章　検討や取
組の進め方
（１）計画策定プ
ロセス

その際には、まず、検討の対
象となる施設の現状・課題等
を施設利用者や地域住民等と
共有します。その上で、ワー
クショップなどを実施しなが
ら、対話により解決策に向け
た検討を行い、さらに、地域
意見交換会の開催などを通じ
て、より多様な意見を聴取
し、ブラッシュアップさせな
がら計画案に記載する取組案
を練り上げていきます。

その際には、まず、検討の対
象となる施設の現状・課題等
を施設利用者や地域住民等と
共有します。その上で、ワー
クショップなどを実施しなが
ら、対話により解決策に向け
た検討を行い、さらに、地域
意見交換会の開催などを通じ
て、より多様な意見を聴取
し、ブラッシュアップさせな
がら取組案を練り上げていき
ます。

より適切な記述に修正

11 11

第４章　検討や取
組の進め方
（１）計画策定プ
ロセス
★図表4-1　計画策
定プロセスのイ
メージ

＜図中＞
計画（案）
・区と地域住民等との対話に
よりまとめた取組案を計画案
として示す。

・区と地域住民等の対話によ
りまとめた取組案を計画案と
して示す。

より適切な記述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

12 12

第４章　検討や取
組の進め方
（１）計画策定プ
ロセス
★図表4-2　計画策
定プロセスの具体
的な進め方の基本
イメージ

＜図中＞
④計画決定（一部修正）
・（略）
・この時、①と同様に、次年
度に区民と共に検討していく
施設を提示

※計画の一部修正に合わせ
て、翌年度以降に区民と共に
検討する施設を提示

④→②への矢印を削除

より分かりやすい記述に修正

13 13

第４章　検討や取
組の進め方
（１）計画策定プ
ロセス
★図表4-2　計画策
定プロセスの具体
的な進め方の基本
イメージ

③取組案を計画の一部修正案
に記載
＜取組案の決定～計画案への
記載＞
・（略）
・原則、毎年度、実施プラン
の見直し（計画の一部修正）
を行いますので、この計画案
に取組案を記載します。

・必要に応じて、毎年度、実
施プランの見直し（計画の一
部修正）を行いますので、こ
の計画案に取組案を記載しま
す。

より適切な記述に修正

14 13

第４章　検討や取
組の進め方
（１）計画策定プ
ロセス
★図表4-2　計画策
定プロセスの具体
的な進め方の基本
イメージ

④計画決定（一部修正）
＜計画決定＞
・（略）
・計画の一部修正に合わせ
て、翌年度以降に区民と共に
検討する施設を提示します
（次の検討サイクルとして②
へ進む）。

・計画の一部修正に合わせ
て、翌年度以降に区民と共に
検討する施設を提示します。

より分かりやすい記述に修正

15 23

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
2　児童館、学童ク
ラブ、子ども・子
育てプラザ
　課題と今後の方
向性

～区の基本構想で定める子ど
も分野の将来像「すべての子
どもが、自分らしく生きてい
くことができるまち」を実現
していくためには、国が令和
５年（2023年）中に策定を予
定している「（仮称）こども
の居場所づくりに関する指
針」の内容や、区が設置した
「杉並区子どもの権利擁護に
関する審議会」での議論の状
況も踏まえつつ、すべての子
どもが成長段階に応じて安心
して過ごせる多様な居場所づ
くりを進めていくことが必要
不可欠です。

～区の基本構想で定める子ど
も分野の将来像「すべての子
どもが、自分らしく生きてい
くことができるまち」を実現
していくためには、国が令和
５年（2023年）12月に策定し
た「こどもの居場所づくりに
関する指針」の内容や、区が
設置した「杉並区子どもの権
利擁護に関する審議会」での
議論の状況も踏まえつつ、す
べての子どもが成長段階に応
じて安心して過ごせる多様な
居場所づくりを進めていくこ
とが必要不可欠です。

国の動向を踏まえた修正

16 27

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
4　地域区民セン
ター、区民集会
所、コミュニティ
ふらっと等
　課題と今後の方
向性

～さらに、これまで以上に利
用者の視点に立った施設づく
りを進める観点から、各地域
における課題や老朽化した施
設のあり方について施設利用
者や地域住民と共に考えなが
ら、集会施設等の整備につい
ても検討していきます。

～さらに、これまで以上に利
用者の視点に立った施設づく
りを進める観点から、各地域
における課題や老朽化した施
設のあり方について施設利用
者や地域住民等と共に考えな
がら、集会施設等の整備につ
いても検討していきます。

より適切な記述に修正

17 36

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
8 体育施設
　施設の概要

体育館　平均利用率
85.4％

体育館　平均利用率
84.8％

誤謬による修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

18 37

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
8 体育施設
　課題と今後の方
向性

～また、スポーツ施設特有の
付帯設備である人工芝や防球
ネットの張替などの設備につ
いて、耐用年数と維持・修繕
経費等にも留意しながら、改
修・修繕を計画的に進めると
ともに、障害者スポーツ推進
のため、ユニバーサルデザイ
ン化を進めます。

～また、スポーツ施設特有の
付帯設備である人工芝や防球
ネットの張替など設備の改
修・修繕について、耐用年数
と維持・修繕経費等にも留意
しながら計画的に進めます。
さらに、障害当事者の意見等
を踏まえて施設の改善改良を
行い、障害の有無にかかわら
ず、多様な人々が利用しやす
い施設となるようユニバーサ
ルデザイン化を進めます。

より適切な記述に修正

19 42

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
10　公営住宅
　課題と今後の方
向性

＜高齢者住宅「みどりの里」
＞
高齢者住宅「みどりの里」に
ついては、多くの施設を借上
げにより運営していますが、
今後、契約の更新ができな
かった場合の入居者の受け入
れ先となる住宅の確保が課題
となっています。
みどりの里については、建物
所有者と協議の上、再借上を
行い、高齢者住宅の維持に努
めていくとともに、借上げ契
約が更新できなかった場合も
想定し、区営住宅をみどりの
里の入居者の受け入れ先とす
ることも検討していきます。

高齢者住宅「みどりの里」に
ついては、多くの施設を借上
げにより運営していますが、
今後、契約の更新ができな
かった場合の入居者の受け入
れ先となる住宅の確保が課題
となっています。
みどりの里については、建物
所有者と協議の上、再度借上
げし、高齢者住宅の維持に努
めていくとともに、借上げ契
約が更新できなかった場合も
想定し、区営住宅をみどりの
里の入居者の受け入れ先とす
ることも検討していきます。

より適切な記述に修正

20 44

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
11　庁舎、その他
施設
　課題と今後の方
向性

＜旧杉並中継所＞
～防災拠点以外の平時におけ
る活用方法については、建物
の構造や地下施設という特
性、現在も中継所が稼働して
いた際の機械設備が存置され
ている状況などを踏まえると
ともに、地域の意見・要望を
丁寧に聴きながら検討を進め
ていきます。

～防災拠点以外の平時におけ
る活用方法については、建物
の構造や地下施設という特性
のほか、中継所が稼働してい
た際の機械設備が現在も存置
されている状況などを踏まえ
つつ、地域の意見・要望を丁
寧に聴きながら検討を進めて
いきます。

より適切な記述に修正

21 48

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
13　公園
　課題と今後の方
向性

公園緑地面積は、区民一人当
たり5㎡とする条例の目標に及
んでいないため、引き続き公
園整備を進めていく必要があ
ります。一方、区内に355か所
ある都市公園等においては、
開設から30年を経過した公園
等の数が７割を超えるなど、
公園施設（※１）の老朽化が
進み維持管理経費の増大が懸
念されるとともに、少子高齢
化の進展など時代の変化に伴
い、公園利用に関する区民
ニーズが多様化しています。

公園緑地面積は、区民一人当
たり5㎡とする条例の目標に及
んでいないため、引き続き公
園整備を進めていく必要があ
ります。一方、区内に355か所
ある都市公園等においては、
開設から30年を経過した公園
等の数が７割を超えるなど、
公園施設（※１）の老朽化が
進み維持管理経費の増大が懸
念されるとともに、少子高齢
化の進展など時代の変化に伴
い、公園利用に関する区民
ニーズが多様化しています。
また、防災の観点からも避難
者の安全確保と火災の延焼防
止のため、貴重なオープンス
ペースを確保していく必要が
あります。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より適切な記
述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

22 49

第5章 施設の課題
（1）主な施設の課
題と今後の方向性
14 民営化宿泊施設
　課題と今後の方
向性

旧富士学園及び弓ヶ浜クラブ
については、区立の校外施設
であった経緯もあり、区立小
学校の移動教室の場としても
長年活用してきましたが、旧
富士学園については令和４年
度（2022年度）末で廃止し、
弓ヶ浜クラブについても令和
５年度（2023年度）末で廃止
することとしています。跡地
の建物・土地については、売
却など、最も有効な財産活用
策を検討し、その方針に基づ
き取組を進めます。

旧富士学園及び弓ヶ浜クラブ
については、区立の校外施設
であった経緯もあり、区立小
学校の移動教室の場としても
長年活用してきましたが、旧
富士学園については令和４年
度（2022年度）末で廃止し、
弓ヶ浜クラブについても令和
５年度（2023年度）末で廃止
することとしています。跡地
の建物・土地については、区
有財産を有効活用する観点か
ら、売却に向けた取組を進め
ていきます。

検討の進捗を踏まえた修正

23 52

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
1井草地域

⑥四宮小学校
【課題】
○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
るに際には、子どもたちに望
ましい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
る際には、子どもたちに望ま
しい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

より適切な記述に修正

24 57

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
2西荻地域

⑤杉並会館、杉並アニメー
ションミュージアム、ゆうゆ
う上荻窪館、ケア24上荻
【延床面積】
会館：3,597.54㎡、アニメ：
495.74㎡、ゆうゆう館：248.8
㎡、ケア24：75.6㎡

会館：2,886.65㎡、アニメ：
882.23㎡、ゆうゆう館：248.8
㎡、ケア24：75.6㎡

誤謬による修正

25 58

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
2西荻地域

⑦旧上井草会議室
【課題】
○令和４年度（2022年度）末
で廃止した後、コミュニティ
ふらっと方南整備期間中の物
品保管場所として活用してい
ます。

○令和４年度（2022年度）末
で廃止した後、当面は物品保
管庫等として活用していきま
す。

より適切な記述に修正
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No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

26 58

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
2西荻地域

⑨西荻南区民集会所
【課題】
○西荻区民事務所が設置され
ていた借上げ建物の耐震性不
足により、西荻南区民集会所
のあった建物へ区民事務所を
移転したことに伴い、当施設
は、令和４年（2022年）７月
から旧西荻北児童館の建物に
暫定的に移転しています。
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
旧西荻北児童館の跡地につい
ては、近隣の西荻北保育園改
築時の仮設園舎整備用地とし
て活用することを予定してい
ました。この取組について
は、これまでの計画を検証す
る観点から一旦休止していま
す。同保育園の老朽化への対
応については、今後、改めて
検討していく必要がありま
す。

○西荻南区民集会所は、西荻
区民事務所が設置されていた
借上げ建物の耐震性不足によ
り、同区民集会所のスペース
へ区民事務所を移転したこと
に伴い、令和４年（2022年）
７月から旧西荻北児童館の建
物に暫定的に移転していま
す。
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
旧西荻北児童館の跡地につい
ては、近隣の西荻北保育園改
築時の仮設園舎整備用地とし
て活用することを予定してい
ました。この取組について
は、これまでの計画の検証に
伴い一旦休止しています。同
保育園の老朽化への対応につ
いては、今後、改めて検討し
ていく必要があります。

より分かりやすく適切な記述
に修正

27 59

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
2西荻地域

⑪西荻北保育園（中核園・障
害児指定園）、ゆうゆう西荻
北館
【課題】
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
ゆうゆう西荻北館は、旧上荻
窪会議室等跡地に整備するコ
ミュニティふらっとに機能継
承し、西荻北保育園について
は、旧西荻北児童館跡地に仮
設園舎を整備し、現在地で改
築する予定でした。これらの
取組については、これまでの
計画を検証する観点から一旦
休止しています。

○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
ゆうゆう西荻北館は、旧上荻
窪会議室等跡地に整備するコ
ミュニティふらっとに機能継
承し、西荻北保育園について
は、旧西荻北児童館跡地に仮
設園舎を整備し、現在地で改
築する予定でした。これらの
取組については、これまでの
計画の検証に伴い一旦休止し
ています。

より適切な記述に修正

28 60

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
2西荻地域

⑫旧上荻窪会議室等跡地
【課題】
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
既存施設を解体した上で、コ
ミュニティふらっとを整備
し、これまで上荻窪会議室を
利用していた町会等の代替活
動場所とするとともに、ゆう
ゆう上荻窪館、ゆうゆう西荻
北館の機能を継承していく考
えでした。これらの取組につ
いては、これまでの計画を検
証する観点から一旦休止して
います。

○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
既存施設を解体した上で、コ
ミュニティふらっとを整備
し、これまで上荻窪会議室を
利用していた町会等の代替活
動場所とするとともに、ゆう
ゆう上荻窪館、ゆうゆう西荻
北館の機能を継承していく考
えでした。これらの取組につ
いては、これまでの計画の検
証に伴い一旦休止していま
す。

より適切な記述に修正

29 65

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
3荻窪地域

⑧ゆうゆう桃井館、桃井グ
ループ保育室
【課題】
○（略）
○桃井グループ保育室は、施
設の老朽化を踏まえ、今後の
対応について検討していく必
要があります。

○桃井グループ保育室は、上
記と合わせて、今後の対応を
検討していく必要がありま
す。

より適切な記述に修正
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No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

30 68

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
3荻窪地域

⑭荻窪会議室、ケア24南荻窪
【課題】
○荻窪会議室については、老
朽化が進む中、併設施設の更
新方針との調整やバリアフ
リー化、無人管理であること
などが課題となっています。
○近隣の荻窪地域区民セン
ターの長寿命化改修期間（令
和6年（2024年）11月～令和8
年（2026年）4月を予定）にお
いては、同センター内の荻窪
地域活動係の代替事務室とし
て活用する予定です。その後
の活用については、今後検討
する必要があります。
○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、移転や工事期間中の代替
運営場所の確保等が課題とな
ります。

○荻窪会議室については、老
朽化が進む中、バリアフリー
化、無人管理であることなど
が課題となっています。
○近隣の荻窪地域区民セン
ターの長寿命化改修期間（令
和6年（2024年）11月～令和8
年（2026年）6月を予定）にお
いては、同センター内の荻窪
地域活動係の代替事務室とし
て活用する予定です。その後
の活用については、今後検討
する必要があります。
○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、併設施設の更新方針との
調整、移転や工事期間中の代
替運営場所の確保等が課題と
なります。

より適切な記述に修正及び検
討の進捗を踏まえた修正

31 71

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

①杉並第一小学校
【課題】
○（略）
※この事業を進めていく前提
として、これまでのプロセス
や今後の取組に関する情報を
可能な限り提供し、区民の理
解と納得が得られるように取
り組んでいきます。

（削除）

検討の進捗を踏まえた修正

32 71

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

②旧保育室浜田山東
【課題】
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
既存建物を解体し、高井戸東
保育園改築時の仮設園舎整備
用地として活用する予定でし
たが、これまでの計画の検証
をする観点から一旦休止して
います。

○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
既存建物を解体し、高井戸東
保育園改築時の仮設園舎整備
用地として活用する予定でし
たが、これまでの計画の検証
に伴い一旦休止しています。

より適切な記述に修正

33 71

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

③杉並ひまわり保育園（旧区
立杉並保育園、民設）
【課題】
○民間事業者に建物を貸与
し、運営している民設保育園
であるため、令和10年度
（2028年度）末の定期建物賃
貸借契約満了後の対応につい
て検討する必要があります。

○民間事業者に建物を貸与
し、運営している民設保育園
であるため、令和10年度
（2028年度）末の定期建物賃
貸借契約期間満了後の対応に
ついて検討する必要がありま
す。

より適切な記述に修正
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34 72

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

④区役所本庁舎（東棟）
【建築年度】
昭和38年度（1963年度）（築
60年）
【延床面積】
11,639.42㎡

④区役所本庁舎
【建築年度】
東棟：昭和38年度（1963年
度）（築60年）
中棟：平成3年度（1991年度）
（築32年）
西棟：平成元年度（1989年
度）（築34年）
【延床面積】
東棟：11,639.42㎡
中棟：9,954.41㎡
西棟：10,516.01㎡
※地下駐車場等の面積は含ま
ず

より分かりやすい記述に修正

35 76

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

⑭杉並第九小学校
【課題】
○（略） ○（略）

○小学校内で実施している学
童クラブは、令和５年度
（2023年度）現在、待機児童
が生じており、今後も待機児
童が発生する見込みのため、
対応を検討する必要がありま
す。

記載漏れにつき追記

36 77

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
4阿佐谷地域

⑰旧成田会議室、ケア24成田
【課題】
○（略）
○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、移転や工事期間中の代替
運営場所の確保等の検討が必
要となります。

○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、併設施設の更新方針との
調整、移転や工事期間中の代
替運営場所の確保等の検討が
必要となります。

より適切な記述に修正

37 79

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

主な施設の数
地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　２
ゆうゆう館　　　　　　５
体育館　　　　　　　　１
図書館　　　　　　　　１

地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　２
コミュニティふらっと　１
ゆうゆう館　　　　　　５
体育館　　　　　　　　１
図書館　　　　　　　　１

記載漏れにつき追記
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

38 80

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

②和田小学校、和田区民集会
所、和田図書サービスコー
ナー、和田障害者交流館
【課題】
○和田小学校は、既存校舎の
状況等を踏まえ、杉並区立学
校施設整備計画（第２次改築
計画）では、今後の改築候補
校としており、改築に向けた
検討を進めていきます。
○和田小学校の改築の検討に
当たっては、和田区民集会所
や和田障害者交流館について
も、周辺施設等と併せて、子
どもたちに望ましい教育環境
を確保した上で、用地の有効
活用や地域に開かれた学校施
設を目指していく観点などか
ら、小学校との複合化・多機
能化の可能性や施設のあり方
等について、合わせて検討す
る必要があります。

○和田小学校は、既存校舎の
状況等を踏まえ、杉並区立学
校施設整備計画（第２次改築
計画）では、今後の改築候補
校としています。
○和田小学校の改築の検討に
当たっては、子どもたちに望
ましい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、併設する
和田区民集会所や和田障害者
交流館、その他周辺施設等と
小学校との複合化・多機能化
の可能性や施設のあり方等に
ついて、合わせて検討する必
要があります。

より適切な記述に修正

39 81

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

④旧堀ノ内松ノ木会議室、ケ
ア24松ノ木
【課題】
○（略）
○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、移転や代替運営場所の確
保等が課題となります。

○施設老朽化への対応に当た
り、改築等を検討する場合に
は、併設施設の更新方針との
調整、移転や工事期間中の代
替運営場所の確保等が課題と
なります。

より適切な記述に修正

40 83

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑩杉並第三小学校
【課題】
○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
るに際には、子どもたちに望
ましい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
る際には、子どもたちに望ま
しい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

より適切な記述に修正

41 84

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑩馬橋小学校
【課題】
○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
るに際には、子どもたちに望
ましい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
る際には、子どもたちに望ま
しい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

より適切な記述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

42 84

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑫堀ノ内東保育園、堀ノ内東
児童館
【課題】
○堀ノ内東保育園は、令和3年
度（2021年度）の区立施設再
編整備計画では、令和7年
（2025年）4月に（仮称）都営
梅里一丁目団地隣接地に移転
し、私立保育園に転換する予
定でしたが、既存建物解体工
事の延期等により、移転等の
時期が未定となっています。
なお、移転後の跡地の活用策
の検討が今後の課題となりま
す。

○堀ノ内東保育園は、令和8年
（2026年）4月に（仮称）都営
梅里一丁目団地隣接地に移転
し、私立保育園に転換しま
す。移転後の跡地の活用策の
検討が今後の課題となりま
す。

検討の進捗を踏まえた修正

43 85

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑬コンビプラザ高円寺北保育
園（民設）

⑬コンビプラザ高円寺北保育
園（旧区立高円寺北保育園、
民設）

記載漏れにつき追記

44 87

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑰杉並第十小学校、杉十小温
水プール
【課題】
○（略）
○併設の杉十小温水プールに
ついても長寿命化改修を実施
します（令和９年度（2027年
度）を予定）。

⑰杉並第十小学校、杉並第十
小学校温水プール
【課題】
○（略）
○併設の杉並第十小学校温水
プールについても長寿命化改
修を実施します（令和９年度
（2027年度）を予定）。

適切な記述に修正

45 88

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

⑳和田不燃化促進住宅 ⑳旧和田不燃化促進住宅 脱字による修正

46 88

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
5高円寺地域

㉑ゆうゆう高円寺南館
【課題】
○（略）
○そのため、駅に近い立地条
件を踏まえた活用策について
検討するとともに、施設の有
効活用やゆうゆう高円寺南館
の（仮称）コミュニティふ
らっと高円寺南への機能継承
を円滑に進める観点から、暫
定的に高齢者の活動場所等と
して活用します。

○そのため、令和８年度
（2026年度）に予定する計画
改定までの間に駅に近い立地
条件を踏まえた活用策につい
て検討するとともに、施設の
有効活用やゆうゆう高円寺南
館の（仮称）コミュニティふ
らっと高円寺南への機能継承
を円滑に進める観点から、令
和７年度（2025年度）からの
最長２年間、暫定的にゆうゆ
う館として存置します。

検討の進捗を踏まえた修正

47 90

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

主な施設の数
地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　１
ゆうゆう館　　　　　　５
図書館　　　　　　　　２

地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　１
区民会館　　　　　　　２
ゆうゆう館　　　　　　５
図書館　　　　　　　　２

記載漏れにつき追記
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

48 93

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑥宮前児童館
【課題】
○現在地での改築や大規模な
改修をする場合には、工事期
間中の代替運営場所の確保等
の検討が必要となります。
○近隣の西宮中学校の改築に
向けた検討に合わせて、改築
等の可能性について検討する
必要があります。
○令和６年度（2024年度）中
に策定予定である「（仮称）
杉並区子どもの居場所づくり
基本方針」の内容を踏まえ、
今後の施設のあり方を具体化
していきます。
★この施設は、第１次実施プ
ランの「取組案の検討」に記
載があります。

○現在地での改築や大規模な
改修をする場合には、工事期
間中の代替運営場所の確保等
の検討が必要となります。
○令和６年度（2024年度）中
に策定予定である「（仮称）
杉並区子どもの居場所づくり
基本方針」の内容を踏まえ、
今後の施設のあり方を具体化
していきます。

子どもの居場所づくりの検討
との整合性を踏まえた修正

49 94

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑧高井戸東小学校
【課題】
○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
るに際には、子どもたちに望
ましい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

○築50年を経過しており、今
後、老朽化への対応を検討す
る際には、子どもたちに望ま
しい教育環境を確保した上
で、用地の有効活用や地域に
開かれた学校施設を目指して
いく観点などから、周辺施設
等との複合化・多機能化の可
能性についても合わせて検討
する必要があります。

より適切な記述に修正

50 94

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑨高井戸西児童館、ゆうゆう
高井戸西館
【課題】
○（略）これらの取組につい
ては、富士見丘小学校内で令
和６年度（2024年度）から実
施する学童クラブの機能移転
を除き、これまでの計画の検
証をする観点から一旦休止し
ています。

○（略）これらの取組につい
ては、富士見丘小学校内で令
和６年度（2024年度）から実
施する学童クラブの機能移転
を除き、これまでの計画の検
証に伴い一旦休止していま
す。

より適切な記述に修正

51 95

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑩高井戸西子供園
【課題】
○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
旧宮前自転車集積所の跡地
（現遊び場119番）を活用して
仮園舎を整備し、現在の用地
で改築とともに、仮園舎につ
いては、活用後、子ども・子
育てプラザに転用する予定で
した。これらの取組について
は、これまでの計画の検証を
する観点から一旦休止してい
ます。

○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
旧宮前自転車集積所の跡地
（現遊び場119番）を活用して
仮園舎を整備し、現在の用地
で改築とともに、仮園舎につ
いては、活用後、子ども・子
育てプラザに転用する予定で
した。これらの取組について
は、これまでの計画の検証に
伴い一旦休止しています。

より適切な記述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

52 96

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑫高井戸東保育園（障害児指
定園）、ゆうゆう高井戸東館
【課題】
○（略）これらの取組につい
ては、これまでの計画の検証
をする観点から一旦休止して
います。

○（略）これらの取組につい
ては、これまでの計画の検証
に伴い一旦休止しています。

より適切な記述に修正

53 97

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑬高井戸児童館、高井戸学童
クラブ
【課題】
○高井戸児童館は、令和３年
度（2021年度）の区立施設再
編整備計画では、高井戸小学
校の増築に合わせて校内育成
室を整備することで機能移転
し、移転後の既存施設につい
ては、当面の学童クラブの需
要に対応するため、一部を校
外育成室として活用するとと
もに、子ども・子育てプラザ
に転用する予定でした。校内
育成室を除くこれらの取組に
ついては、これまでの計画の
検証をする観点から一旦休止
しています。
○高井戸学童クラブについて
は、校外育成室として存置し
ています。なお、高井戸小学
校の増築に合わせて校内育成
室を整備しています。

○令和３年度（2021年度）の
区立施設再編整備計画では、
高井戸小学校の増築に合わせ
て、小学校内に学童クラブの
育成室等を整備し、高井戸児
童館を子ども・子育てプラザ
に転用する予定でしたが、こ
れまでの計画の検証に伴い、
学童クラブの整備を除き、こ
の取組を一旦休止していま
す。

より分かりやすい記述に修正

54 97

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
6高井戸地域

⑭浜田山会館、ケア24浜田山
【課題】
○（略）これらの取組につい
ては、これまでの計画の検証
をする観点から一旦休止して
います。

○（略）これらの取組につい
ては、これまでの計画の検証
に伴い一旦休止しています。

より適切な記述に修正

55 98

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
7方南和泉地域

主な施設の数
地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　１
コミュニティふらっと　１
ゆうゆう館　　　　　　４
体育館　　　　　　　　１
図書館　　　　　　　　２

地域区民センター　　　１
区民集会所　　　　　　１
コミュニティふらっと　１
区民会館　　　　　　　１
ゆうゆう館　　　　　　４
体育館　　　　　　　　１
図書館　　　　　　　　２

記載漏れにつき追記

56 103

第5章 施設の課題
（2）地域ごとの施
設の課題
7方南和泉地域

⑫郷土博物館
【課題】
○（略）
○長寿命化改修の実施に当
たっては、温湿度管理が施さ
れた収蔵資料の保管場所の確
保が課題となります。

○長寿命化改修の実施に当
たっては、改修工事期間中に
おける温湿度管理が施された
収蔵資料の保管場所の確保が
課題となります。

より分かりやすい記述に修正
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

58 106

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（1）取組の全体像

●各地域の「具体的な取
組」、「取組案の検討」
＜ツリー中＞

5　高円寺地域
①杉並第六小学校の改築検討
②和田小学校の改築検討
③杉並第十小学校の長寿命化
改修
④旧杉並第八小学校の跡地活
用等
⑤高円寺中央会議室の跡地活
用
⑥馬橋公園の拡張・整備
⑦梅里児童遊園の拡張・整備

5　高円寺地域
①杉並第六小学校の改築検討
②和田小学校の改築検討
③杉並第十小学校の長寿命化
改修
④旧杉並第八小学校の跡地活
用等
⑤堀ノ内東保育園の移転改築
及び私立保育園転換
⑥高円寺中央会議室の跡地活
用
⑦馬橋公園の拡張・整備
⑧梅里児童遊園の拡張・整備

検討の進捗を踏まえた修正

より分かりやすい記述に修正

57 105

第1次実施プラン
第1章　基本的な考
え方
（3）記載内容につ
いて

「具体的な取組」は、施設の
更新や長寿命化改修等、実際
に進めていく取組です。取組
の内容を示すとともに「実施
スケジュール」を記していま
す。また、本計画の前身であ
る区立施設再編整備計画の実
施プランから継続する取組に
ついては、これまでの取組と
の連続性がわかるよう、「実
施スケジュール」に令和５年
度（2023年度）の取組を記載
するとともに、本計画の第１
次実施プランで対象とする令
和６年度（2024年度）から８
年度（2026年度）の取組につ
いて記載しています。
また、区立施設再編整備計画
の実施プランから継続する取
組の中で、取組の内容に修正
があるものについては修正、
本計画で新たに記載する取組
などについては新規の表示
を、取組名に併記していま
す。
「取組案の検討」は、次期計
画案等での具体化に向けて、
地域と共にワークショップ等
により進めていく取組案の検
討です。検討が必要となった
背景や施設の状況を記すとと
もに、検討対象となる施設や
検討期間を示しています。

次ページからの「第２章　地
域ごとの取組」では、「具体
的な取組」と「取組案の検
討」の２つの項目を地域ごと
に示しています。
「具体的な取組」は、施設の
更新や長寿命化改修等、実際
に進めていく取組を記載した
項目です。取組の内容を示す
とともに「実施スケジュー
ル」を記しています。また、
本計画の前身である区立施設
再編整備計画の実施プランか
ら継続する取組については、
これまでの取組との連続性が
わかるよう、「実施スケ
ジュール」に令和５年度
（2023年度）の取組を記載す
るとともに、本計画の第１次
実施プランで対象とする令和
６年度（2024年度）から８年
度（2026年度）の取組につい
て記載しています。
なお、区立施設再編整備計画
の実施プランから継続する取
組の中で、取組の内容に修正
があるものについては修正、
本計画で新たに記載する取組
などについては新規の表示
を、取組名に併記していま
す。
「取組案の検討」の項目は、
次期計画案等での具体化に向
けて、地域と共にワーク
ショップ等により進めていく
検討課題を記載しています。
具体的には、検討が必要と
なった背景や施設の状況を記
すとともに、検討対象となる
施設や検討期間を示していま
す。
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

59 113

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
3荻窪地域

⑤荻窪地域区民センターの長
寿命化改修
○令和６年度（2024年度）か
ら長寿命改修を実施（これに
伴い一時休館）

＜実施スケジュール表中＞

開設：令和8年5月の位置

○令和６年度（2024年度）か
ら長寿命化改修を実施（これ
に伴い一時休館）

開設：令和8年7月の位置
※改修期間もこれに合わせて
延長

脱字及び検討の進捗を踏まえ
た修正

60 115

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
4阿佐谷地域

②【杉並第一小学校の移転改
築】

○移転改築に向けて、令和6年
度（2024年度）から設計に着
手
※この事業を進めていく前提
として、これまでのプロセス
や今後の取組に関する情報を
可能な限り提供し、区民の理
解と納得が得られるように取
り組んでいきます。

＜実施スケジュール表中＞

設計期間：令和6年4月～令和8
年3月
建築期間：令和8年4月～

○移転改築に向けて、令和６
年度（2024年度）から設計に
着手

設計期間：令和6年7月～令和8
年6月
建築期間：令和9年1月～

検討の進捗を踏まえた修正

61 115

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
4阿佐谷地域

③【杉並第七小学校内での小
学生の放課後等居場所事業の
実施】
○令和６年度（2024年度）か
ら放課後等居場所事業を実施

○令和６年度（2024年度）か
ら阿佐谷南児童館の小学生の
居場所の機能を近隣の杉並第
七小学校内へ移転（※）し、
放課後等居場所事業を実施
※このほか、地域の子どもの
ニーズを聴き「（仮称）杉並
区子どもの居場所づくり基本
方針」策定の参考とするた
め、学校外の区立施設（産業
商工会館）を活用した児童青
少年課職員のアウトリーチに
よる小学生の居場所事業を期
間限定で実施

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、より分かりや
すい記述に修正

62 116

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
5高円寺地域

＜地図中＞
⑤高円寺中央会議室（廃止、
跡地活用）
⑥馬橋公園（拡張・整備）
⑦梅里児童公園（拡張・整
備）

⑤堀ノ内東保育園（移転、私
立保育園転換）
⑥高円寺中央会議室（廃止、
跡地活用）
⑦馬橋公園（拡張・整備）
⑧梅里児童公園（拡張・整
備）

検討の進捗を踏まえた修正

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

設計 建築

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

改修 開設休館

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

設計 建築

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

改修 開設休館
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

63 117

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
5高円寺地域

④【旧杉並第八小学校の跡地
活用等】
（略）
※ゆうゆう高円寺南館は（仮
称）コミュニティふらっと高
円寺南に機能継承していきま
すが、同ゆうゆう館のスペー
スの活用方法について、駅に
近い立地条件を踏まえた活用
策を検討するとともに、施設
の有効活用の観点も含め、暫
定的に高齢者の活動場所等と
して活用し、ゆうゆう高円寺
南館の（仮称）コミュニティ
ふらっと高円寺南への機能継
承を円滑に進めていきます。

＜実施スケジュール表中＞
ゆうゆう高円寺南館
（仮称）コミュニティふらっ
と高円寺南に機能継承（跡地
活用検討、高齢者の活動場所
として暫定的に活用）

※ゆうゆう高円寺南館は（仮
称）コミュニティふらっと高
円寺南に機能継承していきま
すが、同ゆうゆう館のスペー
スの活用方法については、令
和８年度（2026年度）に予定
する計画改定までの間に駅に
近い立地条件を踏まえた活用
策を検討するとともに、施設
の有効活用の観点も含め、令
和７年度（2025年度）からの
最長２年間、暫定的にゆうゆ
う館として存置し、ゆうゆう
高円寺南館の（仮称）コミュ
ニティふらっと高円寺南への
機能継承を円滑に進めていき
ます。

ゆうゆう高円寺南館
（仮称）コミュニティふらっ
と高円寺南に機能継承（跡地
活用検討、暫定活用（最長２
年間））

検討の進捗を踏まえた修正

64 118

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
5高円寺地域

※⑤に追加（それ以降の番号
を繰り下げ）

⑤【堀ノ内東保育園の移転改
築及び私立保育園転換】
○（仮称）都営梅里一丁目団
地隣接地に令和8年4月に移転
し、私立保育園に転換
○移転後の跡地の活用策につ
いては、今後検討

＜実施スケジュールの表を追
加＞
令和7年度：建築（事業者）
令和8年度：4月移転・私立保
育園転換

検討の進捗を踏まえた修正

65 119

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
6高井戸地域

＜地図中＞
Ⓐ　宮前児童館 （削除）

子どもの居場所づくりの検討
との整合性を踏まえた修正

（仮称）コミュニティふらっと高円寺南に機能継承

（跡地活用検討、高齢者の活動場所として暫定的に活用）

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

建築

（事業者）
移転・私立保育園転換

（仮称）コミュニティふらっと高円寺南に機能継承

（跡地活用検討、暫定活用（最長２年間））
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

66 120

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
6高井戸地域

③【高井戸小学校の増築と小
学校内での学童クラブの実
施】
○教育環境の充実のため校舎
を増築
○増築に当たり、高井戸学童
クラブ（校内育成室）を整備

＜実施スケジュール表中＞

増築期間：令和5年10月～令和
6年8月
実施：令和6年9月～

○教育環境の充実のため校舎
を増築
○増築に当たり、学童クラブ
を整備

増築期間：令和5年11月～令和
6年12月
実施：令和7年4月～

工事の進捗を踏まえた修正

67 120

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
6高井戸地域

④【富士見丘小学校内での学
童クラブの実施】

＜実施スケジュール表中＞
（仮称）富士見丘学童クラブ
実施

学童クラブ実施

より適切な記述に修正

68 121

第1次実施プラン
第2章　地域ごとの
取組
（2）地域ごとの取
組
6高井戸地域

Ⓐ【西宮中学校の改築と老朽
化した周辺施設の更新等に関
する検討】
＜検討対象となる主な施設＞
○西宮中学校
○宮前図書館、さざんかス
テップアップ教室「宮前教
室」
○大宮前保育園、ゆうゆう大
宮前館
○宮前児童館

○西宮中学校
○宮前図書館、さざんかス
テップアップ教室「宮前教
室」
○大宮前保育園、ゆうゆう大
宮前館

子どもの居場所づくりの検討
との整合性を踏まえた修正

69 132

資料編
1　施設を取り巻く
状況
（3）区立施設の数
及び保有量

①区立施設の数
令和５年（2023年）４月１日
現在における区立施設の数
は、611施設です。内訳は、次
のとおりです。
★図表７中
（13）庁舎、その他施設
その他施設（災害備蓄倉庫、
公衆便所、旧施設等）　87

合計：611施設

令和５年（2023年）４月１日
現在における区立施設の数
は、610施設です。内訳は、次
のとおりです。
★図表７中
（13）庁舎、その他施設
その他施設（災害備蓄倉庫、
公衆便所、旧施設等）　86

合計：610施設

誤謬による修正

70 142

資料編
3　ＺＥＢとは（環
境省ＨＰより抜
粋）

資料編
※項番3番に「3　ＺＥＢとは
（環境省ＨＰより抜粋）」を
追加
※詳細は資料6「区立施設マネ
ジメント計画」142ページのと
おり
※以下の項番を繰り下げ

より分かりやすい記述となる
よう追記

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

増築

高井戸学童クラブ（校内育成室）実施

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

増築

学童クラブ実施

小学校供用開始

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

（仮称）富士見丘学童クラブ実施

R6(2024) R7(2025) R8(2026)

学童クラブ実施
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(5)区立施設マネジメント計画（第1期）・第1次実施プラン

（下線部分を修正。区民等意見による修正は網掛けで記載）

No 頁 項目 計画案 修正内容 修正理由

71 144

資料編
4　施設種別ごとの
取組整理

３　施設種別ごとの取組整理
本計画の第１次実施プランに
おける施設の再編等の取組を
施設種別ごとに整理しまし
た。各施設における取組の記
載箇所は、以下のとおりとな
ります。

４　施設種別ごとの取組整理
本計画の第１次実施プランに
おいて「具体的な取組」の項
目に掲載した施設の再編等の
取組を、施設種別ごとに整理
しました。各施設における取
組の記載箇所は、以下のとお
りとなります。

より分かりやすい記述に修正

72 145

資料編
4　施設種別ごとの
取組整理

3　保育園、子供園
保育室下井草北跡地活用（転
用）・・・107ページ
パピーナ荻窪天沼保育園（移
転改築）・・・112ページ
保育室若杉（廃止）・・・112
ページ
高円寺東保育園（移転改
築）・・・117ページ
旧永福北保育園（転
用）・・・124ページ

保育室下井草北跡地活用（転
用）・・・107ページ
パピーナ荻窪天沼保育園（移
転改築）・・・112ページ
保育室若杉（廃止）・・・112
ページ
高円寺東保育園（移転改
築）・・・117ページ
堀ノ内東保育園（移転、私立
保育園転換）・・・118ページ
旧永福北保育園（転
用）・・・124ページ

検討の進捗を踏まえた修正

73 146

資料編
4　施設種別ごとの
取組整理

11　庁舎、その他施設
区立児童相談所（新規整
備）・・・115ページ
職員会館（廃止、跡地活
用）・・・115ページ
済美教育センター（増築・改
修）・・・124ページ

旧杉並中継所（改修、検
討）・・・108ページ
区立児童相談所（新規整
備）・・・115ページ
職員会館（廃止、跡地活
用）・・・115ページ
済美教育センター（増築・改
修）・・・124ページ

記載漏れにつき追記
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